
令和 6 年 11 月分（令和 7 年 1 月支給）からの制度改正内容

【 1．第３子以降の児童に係る加算額の引き上げ 】

第３子以降の加算額が引き上がり、第２子と同様の加算額になりました。                         

区分 旧 新

第 3 子以降の加算額 ６，４５０～３，２３０円 １０，７５０～５，３８０円

【 ２．受給者本人の所得限度額の引き上げ 】

扶養親族等

の数

本人（母、父または養育者）の所得限度額 扶養義務者、配偶

者、孤児等の養育

者の所得限度額

全部支給 一部支給

旧 新 旧 新

０人 490,000 円 690,000 円 1,920,000 円 2,080,000 円 2,360,000 円

１人 870,000 円 1,070,000 円 2,300,000 円 2,460,000 円 2,740,000 円

２人 1,250,000 円 1,450,000 円 2,680,000 円 2,840,000 円 3,120,000 円

３人 1,630,000 円 1,830,000 円 3,060,000 円 3,220,000 円 3,500,000 円

４人 2,010,000 円 2,210,000 円 3,440,000 円 3,600,000 円 3,880,000 円

５人 2,390,000 円 2,590,000 円 3,820,000 円 3,980,000 円 4,260,000 円

※配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者の所得制限限度額に変更はありません。


